
北 九 州 市 議 会 先 例 新 旧 対 照 表 

新（改 正 案） 旧（現 行）

第１章 会議 

第２４節 質疑・質問 

１１２ 当初予算（暫定予算を除く。）を審議する定例会の質疑は、代表質疑

と一般質疑に分けて行う。その他の定例会の質疑は、会派質疑と一般質疑

に分けて行う。なお、一般質疑は代表質疑又は会派質疑の終了後に行う。

１１３ 代表質疑及び会派質疑は、所属議員が４人以下の会派（無所属を含

む。）には認めない。 

１１４ 代表質疑の発言時間は答弁を含め１会派90分以内とし、発言者数は

１会派１人以内とする。 

会派質疑の発言時間は答弁を含め１会派60分以内とし、発言者数は１会

派２人以内とする。なお、60分以内の発言時間を２人で使用する場合、発

言時間は答弁を含め１人30分以内とし、２人の発言は連続して行うものと

する。また、60分以内の発言時間を30分以内とし、１人で使用することも

できる。 

１１５ 代表質疑及び会派質疑の発言順序は、大会派順（所属議員同数の会

派は、会派結成の届出順）とする。 

第１章 会議 

第２４節 質疑 

１１２ 当初予算（暫定予算を除く。）及びこれと同時に提出された議案に対

する質疑は、代表質疑と一般質疑に分けて行う。 

１１３ 代表質疑は、所属議員が５人以上の会派につき各１人以内とし、所

属議員が４人以下の会派（無所属を含む。）には認めない。 

１１４ 代表質疑の発言時間は、答弁を含め１会派90分以内とする。 

１１５ 代表質疑の順序は、大会派順（所属議員同数の会派は、会派結成の

届出順）とする。 



１１６ 各会派（無所属を含む。）の一般質疑及び一般質問における発言時間

等は、次の考えに基づき設けるものとする。（付表参照） 

(1)  議員１人の年間（暦年）の一般質疑及び一般質問の発言時間は、答弁

を含め90分とし、各会派に所属議員数に応じた発言時間を付与する。 

(2)  各会派に付与した発言時間は、30分を１枠として換算し、これを年間

（暦年）の発言枠数とする。 

(3)  各定例会における一般質疑及び一般質問者数の均等化を図るため、定

例会ごとに各会派の発言枠数に上限を定める。 

(4)  議員１人の一般質疑及び一般質問の発言は１枠を基本とし、各会派の

発言枠数の範囲内で、これを２枠とすることができる。 

(5)  各会派の発言枠数の範囲内で議員１人が年間（暦年）の発言時間90

分を超えて発言することができる。 

(6)  各会派は、発言枠を一般質疑及び一般質問のいずれにも使用すること

ができる。

１１７ 削除 

１１７－２ 削除

１１８ 会派の所属議員に異動があった場合の一般質疑及び一般質問の発言

枠数については、異動後の会派所属議員数に基づき、定例会ごとに定めら

れた発言枠数の範囲内とする。 

１１６ 質疑者数は、代表質疑を除き、次の区分による。ただし、端数の 0.5

人については、一般質問の 0.5 人と合わせ、質疑又は一般質問のいずれか

において１人発言することができる。なお、一般質疑においては「2.5 人

以内」を「３人以内」、「3.5 人以内」を「４人以内」、「4.5 人以内」を「５

人以内」とそれぞれ読み替える。 

所属議員４人以下の会派は      １人以内 

所属議員５人以上７人以下の会派は  ２人以内 

所属議員８人以上10人以下の会派は  2.5人以内 

所属議員11人以上13人以下の会派は  ３人以内 

所属議員14人以上16人以下の会派は  3.5人以内 

所属議員17人以上19人以下の会派は  ４人以内 

所属議員20人以上の会派は      4.5人以内 

１１７ 質疑（代表質疑を除く。）の発言時間は、答弁を含め１人60分以内と

する。ただし、所属議員２人及び３人の会派は１人30分以内、所属議員１

人の会派（無所属を含む。）は１人15分以内とする。なお、所属議員１人

の会派にあっては、次定例会の発言時間を繰り上げ、合わせて30分以内と

することができる。その場合においては、次定例会において質疑及び一般

質問をすることはできない。 

１１７－２ 所属議員 1人の会派（無所属を含む。）は、一の定例会において、

質疑（一般質疑を除く。）又は一般質問のいずれかをすることができる。

１１８ 所属議員４人以上の会派は、１人60分以内の発言時間を２人に分割

することができる。この場合において、発言時間は答弁を含め１人30分以

内とし、２人の発言は連続して行うものとする。 



１１９ 一般質疑及び一般質問の発言順序は、議会運営委員会で会派ごと１

人ずつ抽せんで決めるものとし、くじを引く順序及び発言順序の決定は次

の方法による。ただし、所属議員４人以下の会派（無所属を含む。）の発言

者は、２回目以降の抽せんに加え、委員長がくじを引く。 

また、発言順序決定後の会派間の変更は認めない。 

くじを引く順序及び発言順序決定方法 

抽せん 

各会派の発
言通告者の
うち 

くじを引
く順序 発 言 順 序 

１回目 １ 人 目 大会派順 １番から 

２回目 ２ 人 目 小会派順 １回目の最終順位の次番から

３回目 ３ 人 目 大会派順 ２回目の最終順位の次番から

４回目 ４ 人 目 小会派順 ３回目の最終順位の次番から

５回目以降  以下、同様とする。 

１１９－２ 追加議案に対する質疑は一般質疑のみとし、その一般質疑の発

言時間及び発言者数については、提案理由説明ごとに、所属議員５人以上

の会派は答弁を含め60分以内で２人以内とし、所属議員４人以下の会派（無

所属を含む。）は答弁を含め30分以内で１人以内とする。 

１１９－３ 臨時会における質疑の発言時間及び発言者数は、付議事件を確

認し、その都度、議会運営委員会において協議する。 

１１９ 質疑（代表質疑を除く。）の順序は、議会運営委員会で会派ごと１人

ずつ抽せんで決めるものとし、くじを引く順序及び質疑順位決定は次の方

法による。ただし、所属議員４人以下の会派（無所属を含む。）の質疑者

は、２回目の抽せんに加え、委員長がくじを引く。なお、所属議員４人以

下の会派（無所属を含む。）の質疑は、所属議員５人以上の会派の１人目

の質疑が全て終了した後の最初の午後１時の再開時（所属議員５人以上の

会派の２人目の質疑者がないときは、１人目の質疑が全て終了する時と

し、２人目の質疑が当該再開時前に全て終了するときは、その時とする。）

から連続して行う。 

   また、順位決定後の会派間の変更は認めない。 

くじを引く順序及び質疑順位決定方法 

抽せん 

各会派の発
言通告者の
うち 

くじを引
く順序 質 疑 順 位 

１回目 １ 人 目 大会派順 １番から 

２回目 ２ 人 目 小会派順 １回目の最終順位の次番から 

３回目 ３ 人 目 大会派順 ２回目の最終順位の次番から 

４回目 ４ 人 目 小会派順 ３回目の最終順位の次番から 

５回目 ５ 人 目 大会派順 ４回目の最終順位の次番から 



１２０ 質疑（代表質疑を除く）及び一般質問が行われる日の本会議におけ

る休憩時間は、次の考えに基づき設けるものとする。 

(1)  原則として、発言時間120分を目安に休憩を設け、昼食に要する休憩

は60分、午後の休憩は15分とする。 

(2)  午前11時30分からの発言時間が60分となった場合は、午後の再開時刻

を午後１時30分とする。 

(3)  ６月定例会（当初予算を審議する場合は３月定例会）及び12月定例会

の市長提案理由説明（追加議案を除く）が行われる日の本会議は、午前

の発言時間を90分として休憩を設け、午後の再開時刻を午後１時とす

る。また、午前の発言時間が120分となった場合は、午後の再開時刻を

午後１時30分とする。 

１２２ 質疑及び一般質問に係る会議規則第65条第１項の規定に基づく答弁

書は、会期最終日の議事日程を協議する議会運営委員会の開会時までに議

長に提出する。 

第２５節 削除

１２４ 削除 

１２５ 削除 

１２０ 発言時間を２人に分割した場合において、その２人の質疑の順序の

抽せんは、２人を１人とみなして行う。 

１２２ 質疑に係る会議規則第65条第１項の規定に基づく答弁書は、会期最

終日の議事日程を協議する議会運営委員会の開会時までに議長に提出す

る。 

第２５節 質 問 

１２４ 一般質問における発言者数、発言時間及び発言順序決定の方法は、

質疑（代表質疑を除く。）の例による。 

１２５ 一般質問に係る会議規則第65条第１項の規定に基づく答弁書の提出

期限は、質疑の例による。 



第２６節 討 論 

１２９－２ 討論の発言時間は、会派に所属する議員数に５分を乗じて得た

時間（無所属は５分）の範囲内とする。ただし、時間表示は行わず、所定

の時間が経過した際は、議長から討論の終了を促すものとする。 

なお、討論に当たっては、次の点に留意する。 

(1) 討論の内容は、その賛否を明確にするとともに、議題外にわたり又は

その範囲を超えてはならない。 

(2) 全会派（無所属を含む。）一致で議決されることが見込まれる事件に対

する討論は、議事の円滑化を図るため、極力控えるものとする。 

１３０ 賛成討論又は反対討論の通告者が２人以上あるときの発言順序の決

定方法は、一般質疑の例による。 

第２６節 討 論 

１３０ 賛成討論又は反対討論の通告者が２人以上あるときの討論者の発言

順序は、議会運営委員会で会派ごとに抽せんで決めるものとし、くじを引

く順序及び討論順位決定は次の方法による。ただし、所属議員４人以下の

会派（無所属を含む。）は、所属議員５人以上の会派の抽せんの後とし、

委員長がくじを引く。 

抽せん くじを引く順序 討 論 順 位 

１回目 大会派順 １番から 

２回目 小会派順 １回目の最終順位の次番から 


